
（様式－１）

（平成３１年４月１日作成）

事務名

《事務処理フロー図の説明》

    ２０日 項番 項　目 説　　　明

　

指
導
管
理
課

標準処理期間　　計

住
宅
供
給
公
社

本
社

不足書類等があった場合は、申請者に郵便で追加
送付するよう通知します。

3
オンライン

入力
審査終了後の申請書や、不足書類の送付分を充当
した申請書の認定内容をオンラインで入力します。

4

2

決定手続
住
宅
供
給
公
社

窓
口
セ
ン
タ
ー

事　　　務　　　処　　　理　　　フ　　　ロ　　　ー　　　図

申
　
請
　
者

1 審査
申請書の記載漏れ及び添付書類の確認等をするととも
に、申請書の内容について、法令及び審査基準を満たし
ているか審査します。

減免の可否について、指導管理課長が決定します。

都営住宅使用料減免事務

不足書類
通知

作成部署　  住宅政策本部都営住宅経営部指導管理課収納管理担当　電話31-539

《事務処理フロー図》

減免通知書を作成するとともに、郵送するために、
封筒に詰めて糊付けする作業をします。

6 申請者に郵便で使用料の通知をします。

5
通知書作成

封入封緘作業

通知

受付簿記入 

電算処理委託先 

１日 ２ １日 ２日 １日 
１日 ２ １日 ２日 １日 

１日 ２ １日 ２日 １日 
１日 ２ １日 ２日 １日 

①内容確認 
及び審査 

不足書類収集 

⑥
通
知
 

④決定手続 

窓
口
受
付
 

３日 

８日 

☆最短の事務処理期間を表示しています。 

申請 
（月末締切） 

８日 

９日 

⑤通知書作成 
封入封緘作業 

注）△は減免者登録一括処理 

②
不
足
書
類
通

③オンライン入力 ９日 

不
足
書
類
送
付
 

リ
ス
ト
送
付
 


